
令和５年第２回宝達志水町教育委員会会議録要旨

開会日時 令和５年２月１０日（金）

会議場所 宝達志水町生涯学習センター ２階 第一会議室

出席委員 細江教育長、近岡委員、松田委員、市村委員、大﨑委員

説 明 員 安達学校教育課長兼小学校統合準備室長、岡本学校教育担当課長

宮本生涯学習課長

欠 席 者 なし

開 会 午前１０時００分

１ 前回会議録の承認について

会議録の内容について承認された。

２ 教育長事務報告

会議資料により要点報告を行った。

３ 付議議件

議案第２号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員会

規則の整備に関する規則について

安達学校教育課長兼小学校統合準備室長が資料に基づき説明し、原案のとおり

承認された。

４ そ の 他

今後の日程について

安達学校教育課長兼小学校統合準備室長が今後の日程について説明を行った。

５ 追加議件

議案第３号 宝達志水町教育委員会委員の辞職の同意について

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項の規定により非

公開審議となった。」

原案のとおり承認された。



（委員の意見等）

閉 会 午前１０時３２分

質問 大﨑委員（教育長事務報告）

○会計年度任用職員面接の内訳について教えていただきたい。

回答 安達学校教育課長兼小学校統合準備室長

○特別支援教育支援員、事務補助員等 25 名の更新等を含めた面接を行った。

質問 大﨑委員（教育長事務報告）

○公立夜間中学校の今後の方向性を教えていただきたい。

回答 細江教育長

○19 市町の教育長で検討を行い、各市町での設置は財政的に厳しいことや教員

確保が難しいこと等により県立での設置、金沢近郊が良いのではないかと意見

が出ている。通うのが難しい場合はオンラインやサテライトでの対応等を検討

しており、来年度詰めて行くことになっている。北陸では初めての設置となる

予定です。

質問 大﨑委員（地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員会規

則の整備に関する規則について）

○役職定年制についてですが、校長でも 60 歳になれば、校長の職から降りると

いうことになるのか。

回答 安達学校教育課長兼小学校統合準備室長

○基本的にそういうことになります。

質問 松田委員（地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員会規

則の整備に関する規則について）

○暫定再任用職員制度について教えていただきたい。

回答 安達学校教育課長兼小学校統合準備室長

○定年前再任用短時間勤務が導入されることに伴い、65 歳までの再任用制度が

廃止されるものの、一定期間、65 歳までは暫定再任用職員という取扱いになる

ものです。

質問 大﨑委員（その他）

○卒業式のマスク着用についてはどのような対応をとるのか。

回答 細江教育長

○国、県が出される方針を基にして判断し、本町の方針をお示しさせていただ

きたい。


